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第 ７ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 
 

 

日      時   平成２８年７月１５日（金）午前１０時００分 

 

場      所   津市水道局 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   １太田
お お た

 泰弘
やすひろ

・２太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・３坂倉
さかくら

 行光
ゆきみつ

・４田村
た む ら

 明
あきら

 

５前
まえ

川
かわ

 洋子
よ う こ

・８喜多
き た

 義幸
よしゆき

・９石
いし

井
い

 康宏
やすひろ

・１０川口
かわぐち

 邦
くに

次
じ

・ 

１１横山
よこやま

 帛生
は く お

・１２淺生
あ さ お

 哲也
て つ や

・１３平井
ひ ら い

 秀
ひで

次
つぐ

・１９佐野
さ の

 すま子 

２１坂野
さ か の

 大徹
だいてつ

・２４川邊
か わ べ

 千秋
ち あ き

 

 

                              以上１４名 

 

欠 席 委 員    

 

出席部会員外委員   会長 守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

 

議      長   第１農地部会長 喜多
き た

 義幸
よしゆき

 

 

事 務 局 職 員   奥野事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：河本主査 美里：小林担当主幹 安濃：北角担当主幹 

 

           芸濃：清水主査 香良洲：中山担当副主幹  

 

議 事 録 署 名 者   １０川口
かわぐち

 邦
くに

次
じ

・１１横山
よこやま

 帛生
は く お

 

 

 

事      項 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出取消願について（所有権移転） 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有

権移転） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・賃貸
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借権） 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・使用

貸借） 

議案第６号 非農地証明願について 

議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて（別冊） 

 

 

議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは第７回第１農地部会を開催させていただきます。 

本日の出席委員は１４名、全員です。 

       それでは、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

１０番 川口委員・１１番 横山委員よろしくお願いします。 

まず始めに、会長の専決等の報告事項にはいります。 

報告第１号から第６号まで、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から３で、合計で件数は３件、合計面積は５，４９９㎡、このうち、

田が４，４０３㎡、畑が１，０９６㎡でございます。これらにつきましては、

農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解約したものであります。 

       ２ページから７ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、でござい

ます。番号１から１４で、７ページになりますが、合計で件数は１４件、合計

面積は６２,０７３．４３㎡で、その内訳は田が４３,９１４．６１㎡、畑が 

１８,１５８．８２㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

なお、現況地目が宅地になっているところは、無断転用の可能性があります

ので、届出人に対して指導しております。 

８ページをお願いいたします。 

報告第３号農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござい

ます。 

番号１は、一般個人住宅用地、番号２、農業用倉庫用地、番号３、庭及び駐

車場用地です。 

以上、件数は３件で、合計面積は７９６㎡、この内訳は田が１９㎡、畑が 

７７７㎡でございます。 

       ９ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出取消願について

（所有権移転）でございます。 

番号１は、４月６日に、番号２は５月２７日に受理した案件ですが、受人に

変更が生じたことから、取消願いが提出されております。 

       件数はこの２件で、合計面積は、田で３，３７５㎡です。 
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なお、この後の報告第５号で受人を変更して届出書が提出されております。 

 １０ページ、１１ページをお願いします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

番号１、一般個人住宅用地、番号２、長屋住宅用地です。 

番号３は、先ほどの報告第４号の番号１で取消しました土地での新たな届出

で、建売分譲住宅用地です。 

番号４は、先ほどの報告第４号の番号２で取消しておりますが、５月２７日

に既に受理書を交付しておりますことから、あえてこの番号４で今回報告させ

ていただくものです。 

番号５、この案件につきましては、先ほどの番号４に代わる新たな届出で、

建売分譲住宅用地です。番号６、共同住宅用地、番号７、一般個人住宅用地、

番号８、長屋住宅用地、１１ページになりますが、番号９、番号１０、番号１

１、一般個人住宅用地、番号１２、庭用地です。 

以上、件数は１２件で、合計面積は９,６８０．９２㎡、この内訳は田が 

６３０㎡、畑が３,０５０．９２㎡でございます。 

１２ページをお願いいたします。 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）でございます。 

番号１、コンビニエンスストア用地の１件で、面積は、畑で２，５８５㎡で

ございます。 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議  長   事務局より報告があったとおりでございますので、よろしくお願いします。

それでは議案事項に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１３ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転） でございます。 

番号１、地区 安東、受人     、面積６０４，３８７㎡ 渡人    、

面積１，８７７㎡ 申請地 納所町蔵田    、台帳地目・現況地目とも田、

面積１，４９０㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため経営を縮小する渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大するものです。 

番号２、地区 高茶屋、受人     、面積５，４３９㎡ 渡人      

外７名、面積２，５０２㎡ 申請地 高茶屋四丁目    、台帳地目・現況

地目とも畑、面積２４７㎡。 

これにつきましては、受人は、耕作に便利であることから、高齢化のため労

力不足の渡人から申請地を譲り受けるものです。 

番号３、地区 黒田、受人    、面積２４,７２３．６１㎡、渡人    、

面積４，５６１㎡ 申請地 河芸町南黒田河戸    、台帳地目・現況地と

も畑、面積１３１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡
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大するものです。 

番号４、地区椋本、受人     、面積１９,５８８．４０㎡ 渡人    、

面積１５，３７５㎡ 申請地 芸濃町椋本西冨家    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積５５５㎡外２筆 合計面積２，１６１㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化のため労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。  

番号５、地区 村主、受人     、面積７，４３３㎡ 渡人     、

面積１７，４８１㎡ 申請地 安濃町川西藤ケ森    、台帳地目・現況地

とも畑、面積４２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人に要望して申請地を譲り受け、営農を拡

大するものです。 

番号６、地区 香良洲、受人     、面積９，６５５㎡ 渡人     

外１名、面積１，９５５㎡ 申請地 香良洲町西山    、台帳地目・現況

地目とも畑、面積２９４㎡外１筆 合計面積７４７㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小する渡人からの要

望を受け、申請地を譲り受けるものです。 

以上件数は６件、合計面積は、４，８１８㎡、この内訳は、田が１，４９０

㎡、畑が３，３２８㎡でございます。 

いずれの案件も、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、

地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

地元委員の意見を伺います。番号１。 

 

太田委員   ２番 太田です。番号１につきまして、事務局の説明どおりでございます。

何ら問題ございません。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。番号２。 

 

太田委員   １番 太田です。番号２につきまして事務局の説明どおり、何ら問題はござ

いません。よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。番号３につきまして、私８番 喜多です。事務局の

説明どおり何ら問題ありません。番号４。 

 

川口委員   １０番 川口です。番号４につきまして、地元推進委員さんと現地確認を行

いました。地元推進委員さんも何ら問題ないということです。事務局の説明ど

おり、問題ありません。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。番号５。 

 

平井委員   １３番 平井です。番号５につきまして、地元推進委員さんも、事務局の説

明どおり何ら問題ないということです。よろしくお願いいたします。 
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議  長   ありがとうございます。番号６。 

 

太田委員   １番 太田です。番号６につきましては、事務局の説明どおり、何の問題も

ございません。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんはいかがでし

ょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第１号については、

許可することに決定いたします。 

次に議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案書の方１４ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

番号１、地区 安西、申請者     、申請地 芸濃町萩野前川原    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積１０９㎡です。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

この案件は、後でご審議をお願いします議案第４号番号３と一体利用するも

ので、パネル設置面積は、全体で３５４．２４㎡、不整形地のため、全体面積

１，２６０㎡の２８．１％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

件数はこの１件で、この案件につきまして、農地法第４条第２項各号には該

当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺

います。番号１。 

 

石井委員   ９番 石井です。１番につきましては、事務局の説明どおりで、何ら問題あ

りません。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありまし

たが、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第２号については、許可をすることに決定い

たします。 

次に議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・所有権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いします。 
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議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区栗真、受人     、渡人     、申請地 栗真中山町

北浦    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３４０㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、駐車場及び資材

置場用地とするものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

番号２、地区 上野、受人     、渡人     外１名、申請地 河

芸町上野上ノ垣内    、台帳地目・現況地目とも田、面積９７６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は４９８．１５㎡、転用面積の５１％になります。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 椋本、受人     代表取締役    、渡人 

     外１名、申請地 芸濃町椋本八幡前    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積１，９３３㎡外７筆 合計面積７，８４８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は４,４５２．０９㎡、転用面積の５６．７２％になります。

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 椋本、受人     （賃借人     代表取締

役    ）、渡人     、申請地 芸濃町椋本墓沢    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積２４７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場

及び資材置場用地とし、受人が代表を務める    に貸し付けるものです。

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 安西、受人     、渡人     外２名、申請地 芸

濃町小野平桑原    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３５０㎡外２筆 合

計面積８０４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は５１６．６㎡、転用面積の６４．３％になります。農地区

分は、第２種農地と判断されます。 

番号６、地区 高宮、受人     、渡人     、申請地 美里町三

郷深田    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３９６㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、自宅と一体利用

して駐車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上、件数は６件、合計面積は、１０，６１１㎡、このうち田が９７６㎡、

畑が９，６３５㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺

います。番号１番。 
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坂野委員   ２１番 坂野です。７日に地元推進委員さんと現地確認を行いました、問題

ないと判断しました。 

 

議  長   ありがとうございます。番号２番は私で８番 喜多です。事務局の説明どお

りで問題ないと思います。番号３。 

 

川口委員   １０番 川口です。番号３につきまして、７日の現地確認の際に、会長のご

指摘もあり、面積が７，８４８㎡と面積が広いこともありまして、９日に改め

て事業者より詳細な説明を地元推進委員さんと私とで受けました。その結果、

問題はないということでした。事務局の説明どおり問題ないと判断いたします。 

 

議  長   ありがとうございます。番号４番。 

 

川口委員   １０番 川口です。番号４につきまして、地元推進委員さんと現地確認を行

いました。事務局の説明どおり特に問題はありませんでした。 

 

議  長   ありがとうございます。番号５番。 

 

石井委員   ９番 石井です。番号５につきましても事務局の説明どおり何も問題ないと

思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。番号６番。 

 

横山委員   １１番 横山です。番号６につきまして、７日に事務局と現地確認を行いま

した。自宅の駐車場です。事務局の説明どおり、何ら問題ないと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありまし

た。皆さんいかがでしょうか。 

 

坂野委員   ２１番 坂野です。３番の説明で、会長が指導されたということで、よけれ

ば内容を説明していただきたい。 

 

会  長   これは、７日の現地確認の際、申請者は施工業者を含め関係者が６、７人で

した。農業委員会は地元の農業委員、川口委員、石井委員、地元推進委員、私、

部会長、事務局で、説明を受けました。 

申請地の南側には道路より低い所に民家が２軒あり、申請者にこの方達にも

事業説明をしていただいたかどうか尋ねました。申請者は、説明済みと言う話

でしたが、雨水の排水処理について、現状は畑ですが、転圧等した場合、雨水

処理が自然浸透でできていたのが、処理能力が低下する恐れがあるので、改め

て雨水の排水方法について隣接する民家の方々に説明し、理解を得てほしいと

伝えました。 

そして、雨水の排水方法については、川口委員、石井委員、地元推進委員、

に判断していただくようお任せし、充分に住民の方の意見を組み入れてくれと

お願いしました。 

当部会前に、担当の川口委員に確認したところ、施工業者において追加工事

として貯水池を作るということで、住民の方も了解していただいたとの報告を
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受けました。以上です。 

 

坂野委員   ありがとうございました。 

 

議  長   よろしいでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第３号については、許可をすることに決定い

たします。 

次に議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・賃貸借権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

番号１、地区 藤水、借人     代表取締役    、貸人     、

申請地 垂水西焼尾    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 

１，３１２㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に３年間の賃貸借権を設定し、申

請地を残土置き場として、一時転用するものです。 

なお、本年５月から既にこの目的で利用しており、始末書の提出があります

ことから追認しようとするものです。申請地は、農業振興地域内、農用地区域

になります。 

番号２、地区 安西、借人     、貸人     、申請地 芸濃町小

野平広垣内    、台帳地目・現況地目とも田、面積６２８㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、３０９．９６㎡、転用面積の４９．４％になります。農

地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 安西、借人     、貸人     、申請地 芸濃町萩

野前川原    、台帳地目・現況地目とも畑、面積８２㎡ 外５筆 合計面

積１，１５１㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

この案件は、議案第２号番号１と一体利用するもので、パネル設置面積は、

全体で３５４．２４㎡、不整形地のため、全体面積１，１５１㎡の３０．８％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 長野、借人     、貸人     、申請地 美里町平

木野副    、台帳地目・現況地目とも田、面積１，７２８㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

パネル設置面積は、４６４．１８㎡、利用率としましては、法面が多いこと

から転用面積の２６．８６％になります。農地区分は、第２種農地と判断され

ます。 
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以上、件数は４件、合計面積は４，８１９㎡、このうち田が３，６６８㎡、

畑が１，１５１㎡です。 

これらの案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。 

地元委員の意見を伺います。１番。 

 

太田委員   １番 太田です。１番につきまして、７日に会長、部会長、地元推進委員と

現地確認を行いました。３年間の一時転用ということで、事務局の報告どおり

問題ないと考えます。 

 

議  長   ありがとうございます。番号２番、番号３番。 

 

石井委員   ９番 石井です。２番につきまして、事務局の説明どおり、何ら問題はない

と思います。３番についても、事務局の言うとおり、問題ありません。 

 

 

議  長   ありがとうございます。番号４番。 

 

横山委員   １１番 横山です。番号４につきまして、７日に地元推進委員と地元委員、

会長、部会長で現地確認を行いました。業者の説明を受けて検討いただきまし

た結果、事務局の説明どおり、問題ないと思います。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。皆さんいかがでしょ

うか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  ） 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第４号については、許可をすることに決定い

たします。 

次に議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・使用貸借）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

番号１、地区 高野尾、借人     、貸人     、申請地 高野尾

町下り町    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２５９㎡です。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に永年の使用貸借権を設定し、申

請地を分家の一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判

断されます。 

番号２、地区 安濃、借人     、貸人     、申請地 安濃町内

多向出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２９３㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に期間を定めない使用貸借権を設
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定し、申請地を一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 

以上、件数は２件、合計面積は畑で５５２㎡です。 

これらの案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

 

坂倉委員   ３番 坂倉です。１番につきまして、７日に現地確認がありました。私は、

出席できませんでしたけれども、地元推進委員３名の方が立会していただきま

して、問題ないということでありましたで、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。番号２番。 

 

淺生委員   １２番 淺生です。２番につきまして、事務局の説明どおり、何ら問題あり

ません。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありまし

た。皆さんはいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第５号については、許可をすることに決定い

たします。 

次に議案第６号、非農地証明願について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いいたします。 

議案第６号 非農地証明願についてでございます。 

番号１、地区 栗真、願出者     、申請地 栗真町屋町北新畑    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積３６６㎡です。 

これにつきましては、建物の全部事項証明書により昭和４６年９月３０日に

居宅が新築されていることが確認できます。 

このことから、申請地は、農地以外の用に供され２０年以上が経過している

土地であり、これは、津市農業委員会 非農地証明事務取扱要領第３条第１項

第２号の規定に該当することから、農地では無い旨の証明をしても差し支えな

いものと考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。番号１番。 

 

坂野委員   ２１番、坂野です。１番につきまして、７日に地元推進委員さんと現地確認

し、自宅用地としていることを確認しました。何ら問題ないと思います。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありまし

た。皆さんいかがでしょうか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第６号については、証明することに決定いた 

します。 

次に別冊でお配りしました議案第７号、農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議長、説明に入ります前に、農用地利用集積計画の決定につきまして、一点、

お願いしたいことがございます。 

これまで、議事参与の制限について明確にしていない状況で進めてきており

ましたが、他の市町村では、利用集積計画の決定につきましても、該当する場

合には、「議事参与の制限をその都度適用されている」とのことでございます。 

本市におきましても、急な対応で申し訳ありませんが、今回の議案審議から

そのように運用していきたいと考えております。 

農業委員さんご本人やご家族の方が申請の当事者になられているような場合

には利用集積計画の決定についての審議の際には、一時、ご退席をいただくと

いうことで、ご了解いただきますようお願いいたします。 

 

議  長   ただいま説明があったように、この計画の中に、出席委員に関する案件があ

り、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当しますので、 

    と    、    、    、    は、一時退席をお願いし

ます。 

また、議事進行については、審議いただく委員の中で年長者である、１９番 佐

野委員にお願いいたします。 

 

 ＜ 退  室 ＞ 

 

佐野委員   それでは、年長者ということで、不慣れではございますが、よろしくお願い

いたします。 

事務局の方に説明をお願いいたしたいと思います。 

 

事 務 局   それでは、議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用

地利用集積計画の決定についてでございます。 

資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。各地区別

に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       まず、津地区をご覧ください。田の賃貸借で１１，７４２㎡、畑の賃貸借、

使用貸借で２，６５８㎡、契約件数は９件でございます。 

河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で９，４２４㎡、契約件数

は２件でございます。  

安濃地区につきましては、田の賃貸借で５，８３６㎡、契約件数は２件でご

ざいます。 

芸濃地区、美里地区、香良洲地区につきましては、集積はございませんでし

た。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて２７，００２㎡、畑

の集積が、賃貸借、使用貸借で２，６５８㎡、合計契約件数は１３件、合計面
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積は２９，６６０㎡となっております。 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

地区別の認定農業者への集積は津地区で２件、河芸地区、１件、安濃地区、

２件で合計５件、合計面積は１３，５１５㎡でございます。 

今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

佐野委員   説明が終わりましたので、何か、意義はございませんでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞   

  

佐野委員   ありがとうございます。異議がないようですので、それでは、議案第７号、 

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定につ 

いては適正であると認め、市長に進達することにいたします。みなさん、入室 

して下さい。 

 

＜ 入 室 ＞ 

 

議  長   以上で、部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

以上で、第７回第１農地部会を終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前１０時４５分 

 

 

 

上記は、第７回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２８年７月１５日 

 

                     議事録署名者              

 

                     議事録署名者              


